
船舶事故調査報告書 

令和４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年２月１５日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市黒島東方沖 

対馬黒島灯台から真方位０９１°７.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１８.９′ 東経１２９°３４.２′） 

事故の概要 漁船２０帝
でぃ

尊
ぞん

は南南東進中、また、漁船第三勇漁
ゆうりょう

丸は漂泊中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年３月２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 ２０帝尊、１９トン 

ＮＳ２－２３３８５（漁船登録番号）、株式会社はまだ漁業 

第２９２－４８７３９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第三勇漁丸、９.７トン 

ＮＳ２－１７２０８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷、左舷船首部の錨台に破損 

Ｂ 左舷船首部外板に破口、前部マストに曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  東北東、風力  ３（平均風速約４m/s、最

大瞬間風速約７～９m/s）、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

日出時刻：０７時０４分ごろ（長崎県） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、操業を終えて帰港することと

し、法定灯火を表示して船長Ａが背もたれ付きの椅子に腰を掛けて単

独で操船に当たり、約１０ノットの対地速力で、長崎県佐世保
さ せ ぼ

市神崎
こうざき

漁港に向けて自動操舵により南南東進した。 

船長Ａは、帰港できる安堵感から気が緩み眠気を感じていたので、

居眠り防止の目的で、コーヒーを飲んだり、操舵室の窓を開けた状態

で煙草を吸ったりしていたが、これまで居眠りに陥ったことがなかっ

たので、眠気を我慢できると思い、同じ姿勢のまま操船を続けた。 

Ａ船は、船長Ａが、船首方約３ＭにＢ船の明かりを認めたものの、

居眠りに陥り、Ｂ船に向かって航行を続け、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を消灯してレーダーを

休止状態とし、集魚灯を点灯して船首を東北東方に向け、船首からパ

ラシュート型シーアンカーを投入して漂泊しながらいか
．．

釣り漁を始め



た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、これまで操業中に接近する他船が漂泊中のＢ船

を避けてくれており、危険な状況に遭遇したことがなかったので、前

部甲板で船尾方を向いて立ち、顔を下に向けた姿勢でいか
．．

の箱詰め作

業を行いながら漂泊を続けていたところ、Ａ船と衝突した。 

分析 

 

Ａ船は、自動操舵で南南東進中、単独で操船中の船長Ａが居眠りに

陥り、前路で漂泊中のＢ船に向かって航行を続けたことから、Ｂ船と

衝突したものと推定される。 

船長Ａは、眠気を感じた際、これまで居眠りに陥ったことがなく、

眠気を我慢できると思い、背もたれ付きの椅子に腰を掛けた姿勢のま

ま操船を続けたことから、覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと

考えられる。 

Ｂ船は、船首を東北東方に向けて漂泊中、船長Ｂが、接近する他船

が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、前部甲板で船尾方を向いて立

ち、顔を下に向けた姿勢でいか
．．

の箱詰め作業を行いながら漂泊を続け

たことから、左舷船首方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

船長Ｂは、これまで操業中に接近する他船が漂泊中のＢ船を避けて

くれており、危険な状況に遭遇したことがなかったことから、接近す

る他船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が自動操舵で南南東進中、Ｂ船が漂泊中、単

独で操船中の船長Ａが居眠りに陥り、前路で漂泊中のＢ船に向かって

航行を続け、また、船長Ｂが、接近する他船が漂泊中のＢ船を避けて

くれると思い、前部甲板で船尾方を向いていか
．．

の箱詰め作業を行いな

がら漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・単独で自動操舵により操船中の操船者は、眠気を感じた際、椅子

から立ち上がったり、手動操舵に切り替えたりするなど、居眠り

運航の防止措置を採ること。 

・船長は、漂泊中であっても周囲の適切な見張りを行い、接近する

他船がある場合は、有効な音響信号による注意喚起を行うなど、

余裕のある時機に衝突を避けるための措置を講じること。 

・レーダーを装備する船舶の船長は、レーダーを有効に活用して見

張りを行うこと。 

 


